
　　　進めています。学校給食事業の運営においてもこの方針で見直し等に取り組んでおり、これまで市の

　　　　　　　（１）　食材検収業務 ・　・　・　日々納品される購入食材の鮮度や品質、数量等を検査します。　

　　　　　　　（２）　献立調理作業 ・　・　・　飯塚市教育委員会が作成した献立を、学校栄養教諭または学校栄養職員の　

　　　　　　　（３）　配缶運搬作業 ・　・　・　調理した給食をクラス毎の食缶に配缶し、当日に使用する食器類とともに　

　　　　　　　（４）　洗浄清掃作業・　・　・　 日々使用した食缶や食器類、調理機械器具等の設備及び施設の洗浄、消毒、

　　　　　　　　　　　※上記（１）～（４）以外、使用食材の購入や献立の作成、調理方法及び衛生管理面の具体的な

　　　性向上を図ろうとするもので、給食調理と洗浄に関する次の業務について委託するものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指示に基づいて調理作業を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各階の配膳室へ運搬します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清掃等の作業を行ないます。

　　　　　　　　　　　 　指示等の対応は、民間委託実施後も従来と同様に飯塚市教育委員会が実施します。

　　　～民間委託を実施しても安全安心でおいしい給食を提供します～

　　　　飯塚市では、行財政改革の一環として市が行う各種業務の内容や実施方法等の見直し及び改善等を

　　　職員が従事していた学校給食の調理と洗浄に関する業務について民間企業に委託していくように取り

　　　組んでいます。

　　　　この給食調理等業務の民間委託は、現在の学校給食の安全性や品質を保ちながら、事業運営の効率

　       学校給食での民間業者へ委託する業務の内容

学校給食調理等業務の民間委託について



 ※ 民間企業に委託する業務です。

を献立検討委員会において検討協議し決定します。

学校栄養職員が食材を選定して発注し、飯塚市教育委員会が購入します。

す。

調理の手順や使用する食器類などについて詳細な指示を行ないます。

ます。

えを確認した後、学校長が検食を行ない最終的にチェックします。

室（またはランチルーム）まで運搬します。※運搬の対象・方法は、学校によって異なります。

や設備の清掃を行います。

電話0948-22-1771（直）

※この学校給食調理等業務の民間委託に関するご質問等は、飯塚市教育委員会学校給食課へお問合わせください。

献立は、従来と同様に学校配置の栄養教諭または学校栄養職員が作成した献立(案)

献立をもとに、「地産地消」の取り組みを推進しながら学校配置の栄養教諭または

民間企業の調理従事者が、日々納品された食材の鮮度、品質、量目などを検品しま

や栄養教諭または学校栄養職員による給食指導を実施します。

民間企業の調理従事者が、使用した食器類や機械器具を洗浄・消毒し、調理場施設

学校配置の栄養教諭または学校栄養職員が、委託した民間企業の調理従事者に対し、

民間企業の調理従事者が学校の給食施設・設備を使用して献立の調理作業を行ない

学校配置の栄養教諭または学校栄養職員が味付けや加熱の状態など、献立のでき映

民間企業の調理従事者がクラス毎に配缶し、食器やトレイなどと一緒に各階の配膳

従来どおり児童・生徒がクラスで配膳から後片付けまでを行い、食缶や食器などを

配膳室（または給食調理室）に返却します。給食時間中はこれまでと同様に、担任

民間委託を取り入れた学校給食調理等業務の流れ

献立の作成

食材料の購入

食材料の検収

調理の指示

調理作業

調理の検査

配缶・運搬

給食時間・給食

洗浄・清掃作業


